
 

（関連分野） 

教育・若者支援 

（事業の名称） 

 キャリア教育外部人材活用事業 

（関係省庁名） 

 文部科学省、厚生労働省、経済産業省 

事業の概要 

（事業内容） 

・ 非正規労働者や中高年齢者等のうち、キャリアコンサルタント・キャリアカウンセラー

等の有資格者、企業の人事部門経験者・ハローワークの就職業務経験者をはじめ、社会

人・職業人に求められる能力や資格要件、学校在学中及び卒業後にキャリアを形成して

いく方法等について専門的な知識や情報を持ったキャリアアドバイザー等の多様な経

歴を有する社会人を、教員補助者として学校へ受け入れる。 

・ 上記の者による講演・講話等を通して、職業の実際やその変化、今日の企業が求める職

業人としての資質や能力等を知ることによって、児童・生徒の職業意識の形成に資する。

・ 上記の者の経験を生かした進路相談（就職相談）、就職先紹介・確保等により、児童・

生徒の就職支援にも資する。 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

制度改正：特になし。 

（期待される効果） 

定性的効果： 

・児童生徒が教員以外の外部人材による講演等や進路相談等を通して、職業意識や就職

意識の形成に資する。 

（先行事例） 

（期間後の取扱い） 

 ・キャリア教育の外部人材としての上記社会人を、教員補助者として、地方自治体にお

いて活用（雇用）することを検討。 

（関係省庁担当者連絡先） 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 課長補佐 松本吉正 / 主任 小林宜徳 

  電話番号：03-6734-3297 / ファックス：03-6734-3735 

 

 


